
栄町告示第３０号  

   栄町創業支援補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、栄町の産業の振興及び活性化を図るため、栄町の区

域内で創業する者に対し、予算の範囲内で創業支援補助金（以下「補助

金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）創業  次のいずれかに該当する場合をいう。  

  ア  事業を営んでいない個人が、所得税法（昭和４０年法律第３３号

）第２２９条の届出書（以下「開業届」という。）を提出し、新た

に事業を開始する場合  

  イ  事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する

場合  

（２）創業の日  前号アの創業にあっては、開業届に記載された開業年月

日を、同号イの創業にあっては登記事項証明書に記載された設立年月

日をいう。  

（３）事業所等  事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点であっ

て、常設のものをいう。  

 （補助対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、栄町の区域内において、補助金

の申請年度内に創業を行おうとする者又は事業所等を設置して創業を行

い、申請時に創業の日から６月を経過しない者であって、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。  

（１）町税等の滞納がないこと。  

（２）次のいずれかに該当する者であること。  

  ア  個人事業者にあっては、補助金に係る事業（以下「補助事業」と

いう。）の完了までに栄町の区域内に居住し、栄町の区域内に住所

（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき住民基本台

帳に記録される住所をいう。以下同じ。）を有していること。  

  イ  法人にあっては、補助事業の完了までに栄町の区域内を 本店又は



支店所在地とした法人登記が行われていること。  

（３）創業に係る事業所等が、創業の日現在において栄町の区域内に存す

ること。  

（４）営業に際し、関係法令に基づく許認可が必要な場合は、当該許認可

を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。  

（５）中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項第

１号又は第２号、若しくは第５号に規定する業種のうち、町長が補助

対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者  

（６）経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省

令第１号）第７条第１項の証明を受けていること。  

（７）栄町商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有してい

るものとして、栄町商工会の推薦を得ていること。  

（８）栄町暴力団排除条例（平成２３年栄町条例第１６号）第２条第３項

に規定する暴力団員等でないこと。  

（９）補助金の交付を受けようとする者（法人にあっては代表者）がこの

要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。  

（１０）他に同一趣旨の補助を受けていないこと。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業を営む者は補助金の

交付の対象とはしない。  

（１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）の規定により許可又は届出を要する事業  

（２）他の者が行っていた事業を継承して行う事業  

（３）その他町長が適当でないと認める事業  

 （補助対象経費及び補助金の額）  

第４条  補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助金の交付決定年度内の創業に係る経費であって、交付決定日から６月

を経過する日（ただし、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の

３月３１日を限度とする。）までに要した創業に係る経費のうち次の各

号に掲げるものとする。  

（１）事務所等借入費  

（２）設備費  

（３）広報費  



２  補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に１，００

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、５０万円

を超えるときは、５０万円とする。  

 （交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者は、創業支援補助金交付申請書

（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に申請

しなければならない。  

（１）事業計画書  

（２）収支予算書  

（３）第３条第１項第６号の証明を受けていることを証する書類  

（４）第３条第１項第７号の栄町商工会からの推薦を受けていることを証

する書類  

（５）登記事項証明書の写し（法人で既に設立の登記を済ませている場合

に限る。）  

（６）開業届の写し（個人事業者で既に開業している場合に限る。）  

（７）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得

している場合に限る。）  

（８）補助対象経費の内訳を説明する書類  

（９）その他町長が必要と認める書類  

 （交付の決定）  

第６条  町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、補助金の交付の可否を決定し、創業支援補助金交付決定・却下通知

書（別記第２号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。  

 （変更の申請）  

第７条  前条の規定により補助金の交付を受ける旨の決定を受けた者（以

下「交付決定者」という。）は、補助事業の内容を変更しようとすると

きは、速やかに創業支援補助金変更（中止・廃止）申請書（別記第３号

様式）に第５条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、町長

に申請しなければならない。  

 （変更の決定）  

第８条  町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、変更の可否を決定し、創業支援補助金変更（中止・廃止）決定・却



下通知書（別記第４号様式）により当該申請をした交付決定者に通知す

るものとする。  

 （交付の条件）  

第９条  町長は、補助金の交付の決定をするにあたり、次のとおり条件を

付すものとする。  

（１）申請時点で創業していない交付決定者は、創業した後、速やかに第

５条第５号、第６号又は第７号に掲げる書類を町長に提出すること。  

（２）その他町長が必要と認める条件  

 （実績の報告）  

第１０条  交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに創業支援

補助金実績報告書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長

に報告しなければならない。  

（１）収支決算書  

（２）補助事業に係る経費の支払を証明する書類  

（３）事業所等の賃貸借契約書の写し（補助対象経費に賃料等を含む場合

に限る。）  

（４）その他町長が必要と認める書類  

 （確定の通知）  

第１１条  町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審

査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、交

付すべき補助金の額を確定し、創業支援補助金確定通知書（別記第６号

様式）により当該報告をした交付決定者に通知するものとする。  

 （交付の請求）  

第１２条  前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を

受けようとするときは、創業支援補助金交付請求書（別記第７号様式）

により町長に請求しなければならない。  

 （交付決定の取消）  

第１３条  町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）補助金を他の用途に使用したとき。  

（３）法令又はこの要綱の規定に違反したとき  



（４）補助事業完了後３年以内に町外に転出し、又は事業所等を町外に移

転したとき。  

（５）前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当で

ないと認めたとき。  

２  町長は、前項の規定による取消をしたときは、当該取消を受けた者に

通知するものとする。  

３  前各項の規定は、第１１条の規定により交付すべき額を確定した後に

おいても適用する。  

 （返還）  

第１４条  町長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消

した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されて

いるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。  

 （財産処分の制限）  

第１５条  交付決定者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の

初日から起算して５年間は、補助金に係る事業により取得し、又は効用

を増加した財産（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）に規定する財産に限る。以下同じ。）を、町長の承

認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、若しくは担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、当該

財産の耐用年数を経過しているときは、この限りでない。  

２  町長は、交付決定者が町長の承認を受け、補助金の交付に係る財産を

処分したことにより収入があった場合は、交付決定者に対し、当該収入

の全部又は一部を納付させることができる。  

 （帳簿類の管理）  

第１６条  交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳

簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を当該補助金の

交付に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して

５年間保管しなければならない。  

２  交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加した財

産を、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して

５年間又は、その耐用年数を経過するまでの間、台帳を備え、これに関

係する書類とともに保管しなければならない。  



 （善管注意義務）  

第１７条  交付決定者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用を増加

した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

第１条に規定する目的に従って、その効率的な運用を図らなければなら

ない。  

 （実施状況等の報告）  

第１８条  町長は、必要と認めるときは、次に掲げる事項について交付決

定者から報告を求め、又は帳簿書類その他の物件を調査することができ

る。  

（１）補助事業の成果  

（２）事業内容並びに収支及び決算等  

（３）その他町長が必要と認める事項  

 （委任）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

   附  則  

 この告示は、平成   年   月   日から施行する。  



別記第１号様式（第５条）  

創業支援補助金交付申請書  

           年    月    月  

栄町長  

                 所在地又は住所  

             申請者  氏名又は法人名  

                 （代表者氏名）           印  

 

創業支援補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申 請します。  

記  

事業所等の所在地   

事業者等の名称   

事業内容   

創業（予定）日       年    月    日  

事業の着手・  

完了予定日  

着手    年    月    日  

完了    年    月    日  

補助対象経費                   円  

補助金交付申請額                   円  

添付書類等  

（１）事業計画書  
（２）収支予算書  
（ ３ ） 認 定 特 定 創 業 支 援 事 業 に よ り 支 援 を 受 け た こ と を

証する書類  
（ ４ ） 栄 町 商 工 会 か ら の 推 薦 を 受 け て い る こ と を 証 す る

書類  
（ ５ ） 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し （ 法 人 で 既 に 登 記 を 済 ま せ

ている場合に限る。）  
（ ６ ） 開 業 届 写 し （ 個 人 事 業 者 で 既 に 開 業 し て い る 場 合

に限る。）  
（ ７ ） 営 業 許 可 証 の 写 し （ 許 認 可 を 必 要 と す る 業 種 で 、

既に許認可を取得している場合に限る。）  
（８）補助対象経費の内訳を説明する書類  
（９）その他町長が必要と認める書類  

 私 は 、創 業 支 援 補 助 金 の交 付 申 請 に あ た り、 栄 町 が 保 有 す る次 の 情 報 （ 以下
「 住 所 情報 等 」 と い う 。 ） に つ い て 、 栄 町 職員 が 調 査 し 、 関 係機 関 に 照 会 する
ことに同意します。  
１．住所（個人事業者である場合に限る。）  
２．町税の納付状況  
 ま た 、併 せ て 補 助 事 業 完了 後 ３ 年 間 、 私 の 住 所 情 報 等 に つ いて 栄 町 職 員 が調
査し、関係機関に照会することに同意します。  
 
申請者の氏名又は  
法人名及び代表者名                         印  

※氏名等は、自署又は記名押印してください。  



別記第２号様式（第６条）  

 

栄町創業支援補助金等交付決定・却下通知書  

栄町  指令第     号  

所在地 (住所 )       

団体名           

氏 名           

      年   月   日付けで申請のあつた創業支援補助金の交付に

ついては、下記のとおり決定・却下したので通知します。  

        年   月   日  

栄町長         印  

記  

 1 交付決定額                円  

 

２  却下  

    理由  

    

 

 

 



別記第３号様式（第７条）  

 

創業支援補助金変更（中止・廃止）申請書  

 

           年   月    日  

 

栄町長    

  

         所在地 (住所 )       

申請者   団体名           

氏 名           

 

      年   月   日付け栄町産指令第    号で決定のあった創

業支援補助金に係る事業の内容について、下記のとおり変更（中止・廃

止）したいので申請します。  

        

記  

１  変更の内容  

 

 

２  変更の理由  

 

 

 

（添付書類）  

 変更に係る書類  

 

 

 

 

 



別記第４号様式（第８条）  

 

栄町創業支援補助金変更（中止・廃止）決定・却下通知書  

栄町  指令第     号  

所在地 (住所 )       

団体名           

氏 名           

      年   月   日付けで申請のあつた創業支援補助金に係る事

業の変更（中止・廃止）について、下記のとおり決定・却下したので通

知します。  

        年   月   日  

栄町長         印  

記  

 1 決定  

変更（中止・廃止）の内容  

変更後補助金交付決定              円  

 

２  却下  

    理由  

    

 

 

 



別記第５号様式（第１０条）  

 

創業支援補助金実績報告書  

 

栄町長  

 

所在地 (住所 )       

報告者  団体名           

氏 名           

      年   月   日付け栄町産指令第   号で決定のあつた創業

支援補助金について、下記のとおり実績を報告します。  

記  

 

 

１  補助金対象経費               円  

 

２  交付決定額                 円  

 

３  事業着手及び    着手     年    月    日  

  事業完了日     完了     年    月    日  

 

４  添付書類  

 （１）収支決算書  

 （２）事業に係る経費の支払を証明する書類  

 （３）事業所等の賃貸借契約書の写し（対象経費に賃料等が含む場合）  

 （４）その他町長が必要と認める書類  

 

 

 

 

 

 



別記第６号様式（第１１条）  

 

栄町創業支援補助金確定通知書  

栄町  達第     号  

所在地 (住所 )       

団体名           

氏 名           

      年   月   日付けで栄町産指令第   号で決定した創業支

援補助金について、下記のとおり確定したので通知します。  

        年   月   日  

栄町長         印  

 

記  

 1 補助金確定額                円  

 

 

 

 



別記第７号様式（第１２条）  

 

栄町創業支援補助金交付請求書  

 

年   月   日  

栄町長  

所在地 (住所 )       

団体名           

氏 名           

      年   月   日付けで栄町達第   号で確定のあった創業支

援補助金について、下記のとおり請求します。  

記  

 

１  補助金交付確定額             円  

 

２  今回の請求額               円  

振込先  金融機関名              銀行・農協  

            信用金庫  

            本店・支店  

               支所  

口座種別  普通  ・  当座  

口座番号   

フリガナ   

口座名義人   

 

 

 


